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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
 
　当社は、平成28年4月28日付で金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第７号の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項につき、未確定事項が確定いたしましたので、金融商品取引

法第24条の５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
 
　（１）本件分割の相手会社についての事項

　（３）本件分割の方法、本件分割に係る割当ての内容およびその他の吸収分割契約の内容

　（４）本件分割に係る割当ての内容の算定根拠

　（５）本件分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額および事業の内容

 

３【訂正内容】
 
訂正箇所は下線を付して表示しております。

（訂正前）

(１）本件分割の相手会社についての事項

　①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容
 

商号 中央物産分割準備株式会社（平成28年５月上旬に設立予定）

本店の所在地 東京都港区南青山二丁目2番3号

代表者の氏名 代表取締役社長　児島　誠一郎

資本金の額 1百万円

純資産の額 1百万円

総資産の額 1百万円

事業の内容 卸売事業（ただし、本件分割の効力発生日までは事業を行いません。）

 

　②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純利益

　　中央物産分割準備株式会社は平成28年５月上旬に設立予定のため、確定した事業年度はありません。

 

　③大株主の名称および発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
 

大株主の名称 中央物産株式会社

発行済株式の総数に占める

大株主の持ち株数の割合
100％

 

　④提出会社との間の資本関係、人的関係および取引関係（平成28年４月28日現在）
 

資本関係 当社100％出資の子会社として設立予定です。

人的関係 当社の代表取締役が承継会社の代表取締役を兼務する予定です。

取引関係 承継会社は事業を開始していないため、取引関係はありません。

 

(２)省略

 

(３)本件分割の方法、本件分割に係る割当ての内容およびその他の吸収分割契約の内容

　①本件分割の方法

　　当社を吸収分割会社とし、当社100％出資の本分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割により行います。

 

　②本件分割に係る割当ての内容

　　未定です。
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　③吸収分割の日程

　　本分割準備会社設立　　　　　　　：平成28年５月上旬（予定）

　　吸収分割契約承認取締役会　　　　：平成28年５月中旬（予定）

　　吸収分割契約締結　　　　　　　　：平成28年５月中旬（予定）

　　吸収分割契約承認定時株主総会　　：平成28年６月下旬（予定）

　　吸収分割効力発生日　　　　　　　：平成28年10月１日（予定）

 

　④その他の吸収分割契約の内容

　　本件分割に係る吸収分割契約の内容は、決定次第速やかにお知らせいたします。

 

(４)本件分割に係る割当ての内容の算定根拠

　　未定です。

 

(５)本件分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、

　　総資産の額および事業の内容
 

商号 中央物産分割準備株式会社（平成28年10月１日付で商号変更予定）

本店の所在地 東京都港区南青山二丁目2番3号

代表者の氏名 未定

資本金の額 未定

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容 卸売事業

 

（訂正後）

（１）本件分割の相手会社についての事項

　①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容
 

商号 中央物産分割準備株式会社（平成28年５月12日に設立）

本店の所在地 東京都港区南青山二丁目2番3号

代表者の氏名 代表取締役社長　児島　誠一郎

資本金の額 1百万円

純資産の額 1百万円

総資産の額 1百万円

事業の内容 卸売事業（ただし、本件分割の効力発生日までは事業を行いません。）

 

　②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純利益

　　中央物産分割準備株式会社は平成28年５月12日に設立のため、確定した事業年度はありません。

 

　③大株主の名称および発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
 

大株主の名称 中央物産株式会社

発 行 済 株 式 の 総 数 に 占 め る

大 株 主 の 持 ち 株 数 の 割 合
100％
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④提出会社との間の資本関係、人的関係および取引関係（平成28年５月20日現在）
 

資本関係 当社100％出資の子会社であります。

人的関係 当社の代表取締役が承継会社の代表取締役を兼務しております。

取引関係 承継会社は事業を開始していないため、取引関係はありません。

 

（２）省略

 

（３）本件分割の方法、本件分割に係る割当ての内容およびその他の吸収分割契約の内容

①本件分割の方法

当社を吸収分割会社とし、当社100％出資の本分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割により行います。

 

②本件分割に係る割当ての内容

本分割準備会社は、本件分割に際して普通株式1,980株を発行し、その全てを当社に割り当てます。

 

③吸収分割の日程

本分割準備会社設立　　　　　　　：平成28年５月12日

吸収分割契約承認取締役会　　　　：平成28年５月20日

吸収分割契約締結　　　　　　　　：平成28年５月20日

吸収分割契約承認定時株主総会　　：平成28年６月29日（予定）

吸収分割効力発生日　　　　　　　：平成28年10月１日（予定）

 

④その他の吸収分割契約の内容

当社と本分割準備会社が平成28年５月20日に締結しました吸収分割契約の内容は次のとおりであります。

 

 

吸収分割契約書
 

　中央物産株式会社（以下「甲」という。）と中央物産分割準備株式会社（以下「乙」という。）とは、甲がその事業に

関して有する権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割（以下「本件分割」という。）に関し、平成28年５月20日、次の

とおり吸収分割契約（以下「本契約」という。）を締結する。

 

第１条（目的）

　甲は、本契約に定めるところに従い、本件分割により、甲の営む卸売事業（以下「本件事業」という。）に関して有す

る第３条１項所定の権利義務を乙に承継させ、乙は、これを甲から承継する。

 

第２条（分割当事者）

　甲及び乙の商号及び住所は以下のとおりとする。

（１）甲（吸収分割会社）

商号：中央物産株式会社（平成28年10月１日付でCBグループマネジメント株式会社に商号変更予定。）

住所：東京都港区南青山二丁目２番３号

（２）乙（吸収分割承継会社）

商号：中央物産分割準備株式会社（平成28年10月１日付で中央物産株式会社に商号変更予定。）

住所：東京都港区南青山二丁目２番３号

 

第３条（承継する権利義務）

１．乙が本件分割により甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は、別紙１「承継対象権利義務明細

表」のとおりとする。なお、権利義務の承継につき監督官庁その他の関係者の許認可ないし承諾等を要するものに

ついては、当該許認可ないし承諾等の取得を条件として、当該権利義務を本件分割に際して承継させる。

２．前項により乙が承継する債務については、全て免責的債務引受けの方法による。但し、当該承継する債務につい

て、会社法第759条第２項に基づき甲が履行その他の負担をしたときは、甲は乙に対してその負担の全額について

求償することができる。
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第４条（本件分割の対価）

乙は、本件分割に際して普通株式1,980株を発行し、その全てを甲に割当て交付する。

 

第５条（乙の増加する資本金及び準備金の額）

本件分割により増加する乙の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

（１）資本金

本件分割により増加する資本金の額は、99,000,000円とする。

（２）資本準備金

本件分割により増加する資本準備金の額は、25,000,000円とする。

（３）利益準備金

本件分割により利益準備金の額は、増加しない。

 

第６条（本件分割の効力発生日）

　本件分割がその効力を生じる日（以下「本件分割効力発生日」という。）は、平成28年10月１日とする。但し、本件分

割の手続上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上、合意により本件分割効力発生日を変更することが

できる。

 

第７条（善管注意義務）

甲及び乙は、本契約の締結後、本件分割効力発生日までの間において、それぞれ善良なる管理者の注意をもってその

業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、予め甲乙協議し

合意の上、これを行う。

 

第８条（競業避止義務）

　甲は、本件分割効力発生日以降であっても、本件事業に関し、法令によるか否かを問わず、一切競業避止義務を負わな

い。

 

第９条（分割承認決議）

　甲及び乙は、本件分割効力発生日の前日までに、それぞれ株主総会を開催し、株主総会において、本契約その他本件分

割に必要な事項に関する承認を得るものとする。但し、手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲乙間

で協議の上、これを変更することができる。

 

第10条（本契約の効力）

　本契約は、本件分割効力発生日の前日までに、(i)第9条に定める甲又は乙の株主総会の承認が得られないとき、又は、

(ii)法令に基づき本件分割に必要とされる関係官庁等の承認を得られないときは、その効力を失う。

 

第11条（変更及び解除）

　甲及び乙は、本契約の締結後、本件分割効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産

又は経営状態に重大な変更が生じたとき、その他本契約の目的の達成が困難となったときは、甲乙協議の上、本件分割の

条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

 

第12条（協議事項）

本契約に定めのない事項その他本件分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議の上、これを定める。

 

本契約締結の証として、本書１通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が原本を保有し、乙がその写しを保有する。

 

平成28年５月20日

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲）東京都港区南青山二丁目２番３号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央物産株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　 児島　誠一郎

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）東京都港区南青山二丁目２番３号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央物産分割準備株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　 児島　誠一郎
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（別紙１）

承継対象権利義務明細表
 

乙が、本件分割により甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は以下のとおりとする。

 

承継する資産

（１）流動資産

　本件分割効力発生日において本件事業に属する受取手形、売掛金、商品、仕掛品、原材料、未収入金その他の流動

資産の一切。但し、次の各号を除く。

現金及び預金の一切

短期貸付金の一切

甲の借入金に係る前払利息の一切

甲の関係会社に対する未収入金の一切

公租公課に係る未収金及び未収入金の一切

 

（２）固定資産、投資その他の資産

　本件分割効力発生日において本件事業に属する有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の一切。但し、

次の各号を除く。

甲の土地、建物の一切及びこれに付随する建物附属設備、構築物の一切

甲が賃借する日本橋アネックス、久喜第二、厚木ＬＣに付随する有形固定資産の一切

上記①及び②を除く有形固定資産のうち、グループ運営・管理部門（内部監査室、経営戦略室、経理部、財務部、

総務部及び人事部をいう。以下同じ。）の業務に関するもの

ソフトウェアのうち、グループ運営・管理部門の業務に関するもの

投資有価証券の一切

子会社及び関係会社株式の一切

長期貸付金の一切

乙へ承継されない不動産賃貸借契約に係る差入敷金及び差入保証金の一切

 

 

承継する債務

（１）流動負債

　本件分割効力発生日において本件事業に属する買掛金、リース債務、前受金、預り金、その他の流動負債の一切。

但し、次の各号を除く。

短期借入金の一切

甲の借入金にかかる未払利息の一切

未払配当金の一切

公租公課に係る未払金及び未払費用の一切

預り所得税の一切

 

（２）固定負債

　本件分割効力発生日において本件事業に属するリース債務、退職給付引当金、その他の固定負債の一切。但し、次

の各号を除く。

長期借入金の一切

　上記１．により乙へ承継されない不動産並びに下記３．により乙に承継されない不動産賃貸借契約に係る預り敷

金・保証金及び資産除去債務の一切

 

承継する契約上の地位（雇用契約を除く。）

　本件分割効力発生日において本件事業に属する売買契約、業務委託契約、不動産賃貸借契約、リース契約、保証債

務契約、その他本件事業に係る一切の契約上の地位及び当該契約に基づき発生する一切の権利義務。但し、次の各号

を除く。

会計監査人との間で締結した監査契約（これに附帯又は関連する契約を含む。）

株式事務代行機関との間で締結した株式事務代行委託契約（これに附帯又は関連する契約を含む。）

　金融機関との間で締結した銀行取引約定、金融消費貸借契約及びコミットメントライン契約（これに附帯又は関連

する契約を含む。）

甲が発行する有価証券の上場に関連して締結した上場契約（これに附帯又は関連する契約を含む。）

証券会社と締結した有価証券等売買取引等に関する契約（これに附帯又は関連する契約を含む。）
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　グループ運営・管理部門に係る貸付契約、アドバイザリー契約、ライセンス契約、コンサルティング契約、法律顧

問契約並びに、同部門に係るその他一切の契約（これに附帯又は関連する契約を含む。）

　システム部に係るライセンス契約、プログラム使用許諾契約、保守契約、システム利用契約等（これに附帯又は関

連する契約を含む。）のうち、グループ運営・管理部門の業務に関するもの

本社ビル、日本橋アネックス、久喜第二、厚木ＬＣに係る賃貸借契約

上記１．及び２．により乙へ承継されない資産及び負債に附帯又は関連する契約

 

 

承継する雇用契約

　本件分割効力発生日において甲に在籍する全従業員（嘱託社員、契約社員、臨時従業員、他社出向者中の者を含む。

但し、グループ運営・管理部門に在籍する従業員及び株式会社シービックに出向中の者を除く。）に係る労働契約上の

地位及び当該契約に基づき発生する一切の権利義務

 

 

承継するその他の権利義務

　本件分割効力発生日において甲が本件事業に関して取得している許可、認可、承認、登録及び届出等のうち甲から乙

への承継が法令上可能であるものの一切

 

 

以上

 

 

（４）本件分割に係る割当ての内容の算定根拠

　本分割準備会社は当社の100％子会社であり、本件分割に際して本分割準備会社が新たに発行する株式の全部を

当社に交付するため、本分割準備会社と当社との協議の上、割当株式数を決定いたしました。

 

（５）本件分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、

総資産の額および事業の内容
 

商号
中央物産分割準備株式会社（平成28年10月１日付で中央物産株式会社に商号変

更予定）

本店の所在地 東京都港区南青山二丁目2番3号

代表者の氏名 未定

資本金の額 100百万円

純資産の額 15,224百万円

総資産の額 27,756百万円

事業の内容 卸売事業

※上記純資産及び総資産の額は平成28年３月31日現在の貸借対照表を基準に算出したものであり、実際の額とは異なる

可能性があります。

 

以　上
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